
 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合電算処理システム機器等の賃貸借(市町村費

用負担分)に係る入札仕様書 

 

１ 契約の内容 

 (1) 本賃貸借契約について（２のとおり） 

(2) 機器の賃貸借及び機器の調達・納品（３のとおり） 

(3) 賃貸借満了後の機器の撤去・データ消去（４のとおり） 

 

２ 本賃貸借契約について 

本賃貸借は、別表に掲げる市町村（以下「発注者」という。）が調達を行うものであ

る。なお、調達に係る事務手続きにおいては、その一切を鹿児島県後期高齢者医療広

域連合（以下「広域連合」という。）で行うが、賃貸借料の支払いにおいては、別紙１

「機器等仕様」にて、各市町村賃貸借分と記載されているものは各市町村において、

記載してある機器等について、支払うものとする。  

また、以下に記載されている発注者に係る権利、義務等は別紙１の調達機関に対し

て、記載されている機器等について生じるものとする。 

なお、各市町村に係る契約については、広域連合、各市町村、落札業者（以下「受

注者」という。）の三者によりそれぞれ締結するものとする。 

 

３ 機器の賃貸借及び機器の調達・納品 

(1) 賃貸借期間 

 ア 市町村賃貸借分 

    令和７年３月１日～令和１２年２月２８日 

(2) 対象機器等 

  別紙１「機器等仕様」のとおり 

   ただし、受注者決定後に、メーカーの販売終了などにより提供困難となった場合は、

広域連合に通知し承諾を受けたうえで、後継品等同等製品での提供を可能とする。 

(3) 機器の調達・納品 

上記の対象機器については、機器更改後の後期高齢者医療広域連合電算処理シス

テム（以下「標準システム」という。）の構築を行う業者である、株式会社南日本情

報処理センター（以下「システム構築業者」という。）にて、標準システムを使用す

るための設定を行うため、広域連合の指定した場所に納品を行うこと。 

また、各市町村賃貸借分の端末・プリンタ等については、標準システムに係る設

定及び設置をシステム構築業者にて行うため、このシステム構築業者が端末に行う

機器等の調達、及び初期設定の費用は、賃貸借料に含めること。この端末の初期設

定の費用について、入札参加希望の申請書を提出するまでに、システム構築業者に

確認しておくこと。 

（システム構築業者の連絡先等は、広域連合に問い合わせること。） 

(4) 受け渡し期限 

  ア 市町村賃貸借分 

令和７年２月２１日（金）午後５時１５分まで 

ただし、市町村賃貸借分については、システム構築業者において標準システム

に係る初期設定及び各市町村への設置を、上記受け渡し期限までに行うことが必



 

要であることから、初期設定及び設置に係る期間をシステム構築業者に確認し、

上記期限までにシステム構築業者から各市町村に納品が可能となるよう、システ

ム構築業者及び広域連合に必要期間を確認したうえで、広域連合の指定した場所

に納品を行うこと。 

 (5) 機器保守 

   本契約の範囲には、機器等の保守は含まないものとする。 

 

４ 賃貸借満了後の機器の撤去・データ消去 

賃貸借満了後の機器は受注者が別紙１の設置場所より回収することとする。 

また、返還された機器に保存されているデータが漏洩しないよう、受注者の責任に

おいて消去することとし、その処理方法を記載した証明書を提出することとする。 

 

５ 入札価格 

賃貸借期間を６０月として１月あたりの金額を算定し、市町村賃貸借分を合わせた、

１ヵ月分の賃貸借料を見積り、入札書に記載すること。（ただし、消費税相当額及び地

方消費税相当額は含まないこととする。）受注者においては、入札金額の算定に用いた

全市町村それぞれの内訳金額についても作成のうえ、落札決定直後に提出すること。 

なお、賃貸借料の中には、機器の初期設定など導入に係る経費、賃貸借満了後の機

器の撤去又は廃棄に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて

見込むこととする。 

 

６ 契約の締結 

(1) 賃貸借料 

入札により決定した賃貸借料とする。ただし支払いは、受注者において各市町村

それぞれの内訳金額を算出し、各市町村に直接請求し、賃貸借料の支払いを受ける

ものとする。 

(2) 契約の締結 

発注者と受注者は、落札決定通知を受けた日から、できるだけ速やかに賃貸借料

及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。 

(3) 契約保証金 

鹿児島県後期高齢者医療広域連合契約規則第３１条第３号の規定に該当することか

ら免除する。 

(4) 損害保険への加入 

受注者は、契約締結後、自らの負担で機器を対象とする動産総合保険（新価特約

付）へ加入するものとし、その保険料は受注者が支払うものとする。また、契約締

結後１ヶ月以内に加入証明書の提出を行うこと。 

リース期間満了後、発注者が再リースを希望した際は動産総合保険（新価特約付）

の加入が合わせて可能であること。 

(5) 主任担当者の選出 

受注者は、契約締結後速やかに、主任担当者１人を選任し、発注者へ報告する。 

(6) 信義誠実なる契約履行義務 

受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義

を重んじ、誠実に履行する。 

 

７ 賃貸借料の支払い 

(1) 受注者は、各市町村に対し当該月の賃貸借料の請求を翌月に行うものとする。 



 

(2) 各市町村は、適正な請求書を受領した日から３０日以内に受注者に支払うものと

する。 

 

８ 所有権の表示 

受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付することとする。 

 

９ 秘密情報等の取扱い 

受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情

報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

１０ 権利義務の譲渡等の禁止 

  受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる権利又は

義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若

しくは請け負わせてはならない。 

 

１１ 一般的損害等 

(1) この契約の履行に関して賃貸借期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を

含む。）は、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、各

市町村の責めに帰すべき理由により生じたものについては、責めに帰すべき各市町

村が負担する。 

(2) 前項にかかわらず、個人情報の漏洩、紛失等に係る損害は、賃貸借期間後も受注

者がその費用を負担する。 

 

１２ 履行遅滞の場合における遅延賠償金 

(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、賃貸借開始日までに機器等を借り受けるこ

とができない場合において、受注者の履行を認めるときは、当該賃貸借開始日から

使用可能となった日の前日までの日数に応じ、賃貸借料の月額を１２月分に換算し

た額（以下「年額相当額」という。）に対して本契約（変更契約を除く。）の締結の

日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額（当該額に１００円未満の端数

があるときはこれを切り捨て、当該額が１００円未満であるときは、その全額を切

り捨てた額）を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由がある

と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

(2) 遅延賠償金は賃貸借料から控除する。 

(3) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこ

れを算入しない。 

 

１３ 契約不適合責任 

受注者は、成果物に契約不適合が発見された場合は、その責任において速やかにこれ

を修正又は交換しなければならない。なお、修正又は交換にかかる費用は、乙が負担

する。 

 

１４ 転貸の禁止 

各市町村は、機器等を各市町村以外の第三者に転貸してはならない。ただし、あらか

じめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。 

 

 



 

１５ 公租公課 

機器等に係る公租公課は、受注者が負担する。ただし、賃借料月額に係る消費税及

び地方消費税額についてはこの限りでない。 

１６ 損害賠償 

(1) 受注者は、各市町村が故意又は重大な過失によって機器等に損害を与えた場合は、

その損害を責めに帰すべき各市町村に請求することができる。 

(2) (1)の損害賠償の額は、責めに帰すべき各市町村と受注者が協議して定めるものと

する。この場合において、受注者の付保する損害保険で補填される額は、この損害

額から控除するものとする。 

 

１７ 契約変更等 

(1) 発注者は、賃貸借期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別

な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、

受注者と協議して契約金額を変更することができる。 

(2) 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上こ

の契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止を命ずることができる。 

(3) 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止を命じたことにより、

受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うも

のとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるも

のとする。 

 

１８ 解除権 

(1) 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

① 受注者が、賃貸借開始日までに、受注者の責めに帰すべき理由により、機器等の

納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。 

② 受注者が権利義務の譲渡等の禁止に違反したとき。 

③ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督

又は検査の実施に当たり発注者職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨

害したとき。 

④ 受注者の責めに帰すべき理由により機器等が滅失し又はき損し、使用不可能とな

ったとき。 

⑤ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について

不正な行為をしたとき。 

⑥ 受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当することが判明したとき。 

⑦ 受注者の責めに帰する事由により契約の解除を申し出たとき。 

⑧ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場にはそ

の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下こ

の号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴

力団員（以下この⑧において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この⑧にお

いて同じ）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害



 

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該

当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の

相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

⑨ ①から⑧に定めるもののほか、受注者がこの契約に基づく義務を履行しないと

き。 

 

１９ 談合その他不正行為による解除 

発注者は、１８の規定によるほか、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、この契約を解除することができる。  

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者を構成員と

する独占禁止法第２条第２項の事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反

したとして、独占禁止法第４９条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置

命令が確定したとき。 

(2) 受注者が、独占禁止法第６２条第１項の規定による課徴金納付命令を受け、当該

納付命令が確定したとき。 

(3) 受注者が、独占禁止法第４９条若しくは第６２条第１項の規定による命令を受け、

かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項

に規定する抗告訴訟（以下「抗告訴訟」という。）を独占禁止法第１４条に規定する

出訴期間（以下「出訴期間」という。）内に提起しなかったとき。 

(4) 受注者が、前号の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げた

とき。 

(5) 受注者が、(3)の抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決（(1)又

は(2)の命令の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。 

(6) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）について刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第１９８条の規定による刑が確

定したとき。 

 

２０ 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等 

(1) この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定によ

る長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、

発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、

この契約を変更又は解除することができる。 

(2) 発注者は、(1)によりこの契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の

開始前の２月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。 

(3) (1)によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたと

きは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合にお



 

ける賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 

 

２１ 協議解除 

発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができ

る。 

 

２２ 受注者の解除権 

受注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 

(1) １７の(1)及び(2)により発注者が契約内容を変更したため、賃貸借期間の始期か

ら満了の日までの賃貸借料の総額が当初の３分の１以上減少したとき。 

(2) １７の(2)により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期

間が賃貸借期間の３分の１を超えるとき。 

(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となった

とき。 

(4) 契約締結後生じたやむを得ない理由により、発注者の承諾を受けたとき。 

 

２３ 契約解除の場合の原状回復等 

(1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者

は、当該履行部分に対する賃貸借料相当額を支払うものとする。 

(2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料

その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の

物件その他発注者が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議し

て定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原

状回復の必要がないときは、この限りでない。 

(3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回

復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。

この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、

これに要した費用を負担しなければならない。 

(4) ２２の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生

じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場

合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。 

 

２４ 関係規程の遵守 

受注者は、この契約条項のほかに、法令、並びに発注者の関係規程を遵守しなけれ

ばならない。 

 

２５ 協議 

契約に関して疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議の上定める。 

 

 

 



 

別表 

 調達参加市町村一覧 

１ 鹿児島市 

２ 鹿屋市 

３ 阿久根市 

４ 出水市 

５ 指宿市 

６ 西之表市 

７ 垂水市 

８ 薩摩川内市 

９ 日置市 

10 曽於市 

11 霧島市 

12 いちき串木野市 

13 南さつま市 

14 志布志市 

15 奄美市 

16 南九州市 

17 伊佐市 

18 姶良市 

19 さつま町 

20 長島町 

21 湧水町 

22 大崎町 

23 東串良町 

24 錦江町 

25 南大隅町 

26 中種子町 

27 屋久島町 

28 宇検村 

29 瀬戸内町 

30 喜界町 

31 天城町 

32 伊仙町 

33 和泊町 

34 与論町 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

参考１ 

 

 

 

 

 

 

 

お客様名 ××××××××× 様 

 

 

表題の件につきまして以下の通り完了したことをご報告致します。 

 

 

対象ハードディスク/SSD 情報 

メーカ名 型式 シリアル番号 

 

別紙参照 

 

 

別紙参照 

 

 

別紙参照 

 

 

 

作業詳細 

作業日時 令和 年  月  日  時  分   ～   年 月  日   

時  分 

作業内容 

 

・ハードディスク× 台のデータ消去作業を実施致しました。 

 

作業場所：  

 

消去方法： 

 

 

作業結果 

 

 

  

                           年   月  日 

 

会社所在地  

会 社 名 

代 表 者名 

 

 

 

 

 

 

 

データ消去報告書 
 

 

承認 査閲 担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 



 

別記 

秘密情報等取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、市町村（以下「発注者」という。）の所有する秘密情報及び個人

情報（以下「秘密情報等」という。）の保護の重要性を認識し、この契約による業

務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密情報） 

第２条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業

務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術

上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報を

いう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資

料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。 

(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報 

(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報 

(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 

(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報 

(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報 

（個人情報） 

第３条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業

務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する

情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、

音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は発注者

が規定する個人情報保護法施行条例によって個人情報としての規制あるいは保護を

受ける情報をいう。 

（秘密情報等の権利の帰属） 

第４条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属する

ものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。 

２ 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒

体等の有体物（秘密情報等が複写された有体物を含む。）は、発注者の書面による

事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該

有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有

の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明

らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去さ

れた場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。 

（秘密情報等の取扱責任者） 

第５条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱

責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。 

（秘密保持及び事故防止） 

第６条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても、同様とする。 

２ 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、こ

の契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又



 

は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項

を周知するものとする。 

３ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又は

き損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

（従業者の明確化） 

第７条 受注者は、あらかじめ秘密情報を取り扱う従業者（以下、「従業者」という。）

を定め、発注者から要望があれば、従業者の一覧を書面にて報告しなければならな

い。また、従業者はできるだけ最小限のものとし、むやみに秘密情報を取扱う者を

増やしてはならない。 

２ 従業者の一覧を提出後、従業者に変更がある場合は、その変更の前までに発注者

に対して変更後の従業者一覧を提出しなければならない。 

（従業者に対する監督・教育の義務に関する事項） 

第８条 取扱責任者は、本特記事項に違反しないよう、従業者の秘密情報の取扱いに

ついて監督しなければならない。 

２ 取扱責任者は、本契約及び本特記事項に記載の秘密情報等の取扱いについて、事

前に従業者に教育を行わなければならない。 

（保有の制限等） 

第９条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、

その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法

かつ公正な手段により保有しなければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により

記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、

その業務の目的を明示しなければならない。 

（目的外使用の禁止） 

第１０条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録さ

れた資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。 

（第三者への閲覧又は提供の禁止） 

第１１条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の一部を第三者に委託し、又は請け

負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提

供してはならない。 

（複写及び複製の禁止又は制限） 

第１２条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはなら

ない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内

においてはこの限りでない。 

（外部持出しの禁止） 

第１３条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が

指定した場所から持ち出してはならない。 

（返還又は廃棄等の義務） 

第１４条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者

の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録

媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が

困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しな

ければならない。 

(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。 



 

(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。 

(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契

約が終了したとき。 

(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。 

２ 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法に

おいても、復元ないし再生してはならない。 

（再委託等の禁止又は制限） 

第１５条 受注者は、この契約による業務の全部または一部を第三者に委託し、又は

請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

る場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は

請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負う

ものとする。 

３ 受注者は、第１項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又

は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護

に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。 

（秘密情報等の管理） 

第１６条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、

秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一

切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その

他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、

あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。 

（立入調査） 

第１７条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者

の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。 

（報告義務） 

第１８条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し

報告しなければならない。 

２ 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が

発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくそ

の状況を書面により発注者に報告しなければならない。 

（指示） 

第１９条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている

秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必

要な指示を行うことができる。 

（法令等による開示） 

第２０条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要

求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の

規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられな

い。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、

直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。 

（事故時の責任） 

第２１条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、

破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担

する。 



 

２ 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、

損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するた

めのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注

者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。 

（損害賠償） 

第２２条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由

によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受

注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、

発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。 

２ 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によっ

て、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するも

のとする。 

（契約解除） 

第２３条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契

約を解除することができる。 

 


